
日本学生支援機構奨学金　災害救助法適用地域の
学生に対する緊急採用・応急採用について

　このことについて、下記の災害に遭い、奨学金の貸与を希望する
者は学生係まで申し出てください。

記

災害内容 災害救助法適用地域 災害救助法適用日

令和元年度
台風１９号

令和1年10月12日

その他の災害救助法適用都道府県
※対象の市町村については学生係で確認してください

令和元年１０月１８日　学生係

【山梨県】
 富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス
市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷
町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、
南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南
都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村
（第2報、法適用日：令和元年10月12日）

  ※なお上記地域の近隣で、同等の災害に遭い、奨学金を希望する者も学生係までご相談ください。

【岩手県】　、【宮城県】　、【福島県】　、【茨城県】　、【栃木県】
、【埼玉県】　、【東京都】　、【新潟県】　、【長野県】

【静岡県】
 伊豆の国市、田方郡函南町（第５報、法適用日：令和元年10
月12日）

【神奈川県】
 川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、
厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒
川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北
町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、
愛甲郡清川村（第2報、法適用日：令和元年10月12日）


